
（３）教育・子育て　令和７年11月末日現在
件名 要旨 市の考え方 受付日 回答日 担当部署

子育てしやすい街づ
くりについて

　子どもを預かってくれる施設を増やして
欲しいです。
　例えば、小学校の卒業式に親が参加
する場合、下の子どもが1年生～4年生
の場合は欠席になります。下の子が障
害を持っていても預かってくれる場所が
欲しいです。

　本市では、保護者の就労等により保育を必要とする児童に、放課後に適切な遊びや生活の場を提供する留守家庭
児童会室と、児童が主体的に遊んだり学んだりできる放課後の居場所として学校施設の一部を開放しスタッフが見守
りを行う放課後オープンスクエアを一体的に運営する総合型放課後事業を実施しております。
　特に、留守家庭児童会室では障害のある児童への適切な配慮や環境整備を行うため、専門職（臨床心理士や保育
士、放課後児童支援員等）による巡回訪問や職員研修、必要に応じて職員の加配等も行っており、卒業式等の学校行
事実施日にも開室しておりますので、利用をご検討ください。
　また、子育てのサポートをしてほしい方と子育てのお手伝いをしたい方と結ぶ有償ボランティアの会員組織であるファ
ミリーサポートセンターでは、中学就学前までお子様の預かりや送迎のサポート等を受けることができます。利用にあ
たっては、事前に依頼会員への登録が必要となりますので、詳細につきましては同センターへお問い合わせください。
　この他にも、障害福祉サービスにおいて、障害のあるお子様の一時的な見守りの場として「日中一時支援事業」を実
施しており、１日から短時間単位での利用が可能です。また、宿泊を伴う利用が必要な場合には、短期入所（ショートス
テイ）の利用となります。いずれのサービスも利用される場合は、事前に障害支援課までご相談ください。
　今後も、保育環境の充実を図るとともに、保護者の皆さまの負担軽減に向けて取り組みを進めてまいりますのでご理
解いただきますようお願いいたします。

2025/3/18 2025/4/11

障害支援課
私立保育幼稚園
課
放課後子ども課

小学校について

　子どもが小学校に入学し、学童でもお
世話になっています。
　遊具に関しては、元々少ないと感じて
いましたが、老朽化で使えないところが
増えていて、何も楽しめないと思いま
す。プールまで使えないとなると、夏に学
童に全部預けないといけないフルタイム
共働きとしては子供がとても可哀想に感
じています。急いで遊具だけでもどうに
かならないのでしょうか。
　家の近くには面白い遊具のある公園も
ありません。売却予定の土地があると聞
いていますので、公園にどうでしょうか。
　あと、学童の給食化かお弁当配達も早
急にお願いします。

　本市では、令和６年７月から８月にかけて、枚方市立小学校の全校において専門業者による遊具の安全点検を行い
ました。ご意見をいただきました小学校については、二つの遊具に使用時の事故発生リスクがあることがわかり、一旦
使用中止としましたが、そのうちの一つの遊具は、安全確保の措置が完了し、すでに使用を再開していることをお知ら
せいたします。点検の結果、使用中止とした遊具については、優先順位を定め、順次安全に使えるように対応を進め
てまいります。
　また、本市では、令和７年度より、子どもがわくわくし笑顔になれる公園整備として、子どもに人気の大型遊具や、日
よけとなる休憩施設などを、車塚公園をはじめとした市内の主要な公園で順次整備していく予定です。今後も、いただ
いたご意見などを参考に、さらに魅力のある公園づくりなど、子ども達が安心して楽しく過ごせる環境の充実に取り組
んでまいります。
　なお、留守家庭児童会室の昼食サービスにつきましては、令和６年度の夏季休業期に11校で、冬季休業期に24校で
昼食サービスの試行実施を行いました。令和７年度は、試行実施の結果を踏まえ、全小学校での実施に向けて取り組
んでいるところです。詳細が決まりましたら、市ホームページ等でお知らせいたしますので、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。

2025/4/6 2025/5/7
公園みどり課
新しい学校推進課
放課後子ども課



（３）教育・子育て　令和７年11月末日現在
件名 要旨 市の考え方 受付日 回答日 担当部署

タブレット教材につ
いて

　小学校から支給されたタブレットが重
く、毎日持ち帰らねばならないため、子ど
もの身体にかなりの負担がかかります。
持ち帰る必要があるのであれば、タブ
レットケースを軽量化するなど、対策が
出来るのではないでしょうか。

　本市では、児童・生徒が文房具の一つとして学びを進めていくだけでなく、非常変災時や感染症等で臨時休業になっ
ても、学びを止めることなく学習に取り組み、つながりを持つために活用することを想定し、いつでもどこでも使えるセル
ラーモデルのiPadを貸与しております。端末については、児童・生徒が、学校や家庭での学習の基盤として、学びたい
時にいつでも学んだり、端末に導入されている相談チャットアプリ「ぽーち（枚方市）」を利用し、悩みや困りごとを自宅
から外部の相談員に相談したりできるように、持ち帰りを推奨しています。さらに、持ち帰った端末は各ご自宅で充電を
していただくようにしております。
　今年度新たに更新される端末とタブレットケースを選定した際には、多くの端末とタブレットケースを比較・検討し、他
のOSの端末と比べても軽量なiPadとキーボード付きケースを導入いたしました。また、タブレットケースについては、
iPadの画面破損等が生じる可能性もあることから、取り外さず持ち帰ることとしております。
　通学カバンの重量については、児童・生徒の発達段階や学習上の必要性、登下校時の負担等を考慮し、携行品が
過重にならないよう、各学校でも取り組みを行っているところです。宿題や家庭学習で使用予定のない教材は、学校に
置いて帰ることを認めるとともに、通学カバンについても、荷物の量、気候に応じて、ランドセル、リュックサックや手提
げカバンを各家庭において選択して使用するよう周知しております。今後も、児童・生徒の携行品の重さや量について
は、必要に応じ、適切な配慮を講じてまいります。

2025/4/24 2025/6/13 教育研修課

枚方市立小学校の
校門の門番につい
て

　枚方市では小学校校門の門番をボラ
ンティアありきで募集していますが、ボラ
ンティアでは集まらない我が校ではPTA
会費収入の3分１近くを校門の監視員に
支払っています。大事な「子どもの安全」
をなり手があるのか無いのか確保が難
しいような方法で募集することは限界だ
と感じています。どうか市の案件として子
供の安全のために動いてください。

　本市では、学校の校門の適正な管理と来校者の受付、確認を行うことにより不審者の侵入を防止することを目的とし
て、全小学校の校門にオートロック装置を整備し、オートロック装置と連動したワイヤレスモニター子機付インターホン
や監視カメラを整備するなど、安全監視体制の強化を図っているところです。また、ご意見をいただきました学校安全
監視員の配置に関しまして、現時点では、人員確保及び費用面などの観点から、市内全小学校の安全監視全てをシ
ルバー人材センターへの委託事業とすることが困難であると考えております。14時30分から16時30分までの時間帯の
安全監視員について、他校と同様にシルバー人材センターへの委託をご検討される場合は、担当部署である新しい学
校推進課にてご相談いただきたいと存じます。
　今後も保護者の皆さまや地域の皆さまとも連携を図り、安全・安心な学校教育環境の確保に向けて取り組んでまいり
ます。

2025/6/3 2025/7/1 新しい学校推進課

母親の夏休み期間
の保育要件につい
て

　現在、子どもを保育園に預けて、学校
に通っています。夏休みにあたり、就業
か求職に要件切り替えが必要だと言わ
れました。学校は忙しく、夏休み期間でも
登校が必要です。会社員にも有給や夏
休みがあり、学生だけ切り替えが必要に
なるのは非常に厳しい制度と感じまし
た。

　保育所（園）等は、保護者の就労や就学等により保育が必要な乳幼児に対して、保護者に代わって保育を行う施設と
なるため、利用にあたっては、一定の保育要件を定めております。就労や就学を保育要件とされる場合には、１月64時
間（実働、実学）という基準を設けており、就学先の夏休み期間等で、上記基準を下回る場合は、保育要件を満たさな
いこととなります。そのため、就労・求職活動など他の要件へ切り替えることで、継続して保育所（園）等を利用いただ
けることをご案内しているところです。
　今後も、様々な事情を抱えながら育児をされている保護者の皆様のお声に耳を傾け、安心して子育てできる環境づく
りをすすめてまいります。

2025/7/7 2025/8/4
保育幼稚園入園
課



（３）教育・子育て　令和７年11月末日現在
件名 要旨 市の考え方 受付日 回答日 担当部署

学校へのウォーター
サーバー設置につ
いて

　子供達の熱中症対策のため、もっと学
校にウォーターサーバーを置くことはで
きませんか。先生が管理できるところ
や、鍵付きのもので安全対策も必要かと
思います。小さめの水筒で学校に行って
も、追加で水分を自由にもらえるよう
ウォーターサーバー設置について、ご検
討をお願いします。

　本市の各小学校におきましては、毎年５月から10月までウォーターサーバーを職員室等に１台設置し、熱中症対策
に取り組んでいるところです。児童が持参した水筒が空になった場合や、水筒を忘れてしまった場合の水分補給に利
用することなどを目的に設置しており、水の補充に制限もございません。また、各小学校では児童に対して、ウォー
ターサーバーの利用も含めたこまめな水分摂取を促しております。
　ご意見にもありましたようにウォーターサーバーの設置には安全対策上の管理が必要であり、現時点では現在の設
置数で必要な運用はできているものと認識しておりますが、昨今の気温上昇による熱中症のリスクには引き続き警戒
が必要であることから、今後も適時、学校に聞き取りを行うなど運用状況を把握するとともに、児童が安全に過ごせる
環境作りに努めてまいります。

2025/7/10 2025/8/4 新しい学校推進課

小学生のタブレット
について

自宅で使わない日も、充電が90%以上あ
る日も毎日タブレットを持ち帰らないとい
けないルールになっています。一年生の
間や猛暑の期間だけでもどうにかなりま
せんか。親のスマホにあるまなびポケッ
トへの連絡で代用できないでしょうか。

　本市では、児童・生徒が文房具の一つとして学びを進めていくだけでなく、非常変災時や感染症等で臨時休業になっ
ても、学びを止めることなく、つながりを持つことを想定し、いつでもどこでも使えるセルラーモデルのiPadを貸与してお
ります。
　端末につきましては、学校連絡や宿題、充電のためだけではなく、学校や家庭での学習の基盤として、学びたい時に
いつでも学んだり、端末に導入されている相談チャットアプリ「ぽーち（枚方市）」を利用し、悩みや困りごとを自宅から
外部の相談員に相談したりできるように、持ち帰りを推奨しております。
　ご意見にありました保護者の方への学校からの連絡事項を、まなびポケットにてお伝えすることは可能ですが、児
童・生徒がオンラインで繋がり、学びをとめない取り組みや、学習環境を整備するためには、１人１台のiPadの活用が
必要であると考えております。
　端末を含む通学カバンの重量については、児童・生徒の負担が軽減されるよう配慮すべきことであると認識しており
ます。各学校においては、宿題や家庭学習で使用予定のない教材は学校に置いて帰ることを認めるとともに、通学カ
バンについても、荷物の量、気候に応じて、ランドセル、リュックサックや手提げカバンを選択して使用いただくよう周知
するなど、携行品が過重にならないよう、各学校でも取り組みを行っているところです。iPad以外の携行品等について
ご不明な点がございましたら、担任教員にご相談ください。
　今後も、児童・生徒の発達段階や学習上の必要性、登下校時の負担等を考慮し、適切な配慮を講じてまいりたいと
考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

2025/8/26 2025/9/19 教育研修課



（３）教育・子育て　令和７年11月末日現在
件名 要旨 市の考え方 受付日 回答日 担当部署

保育所について

　枚方市で働く保育士にだけ、入所申込
時に加点がつきますが、他市で働く保育
士にも加点をつけれないでしょうか。
　また、時短勤務給付金という制度がで
きたにもかかわらず、フルタイム勤務で
復帰しないと入所できないという現状に
も疑問を感じます。
 小規模保育園を卒園したり、認可外保
育園を利用したりした場合、認可保育所
に3歳児で受け入れ枠がないことも疑問
に思います。

　本市では、子育て施策の推進を市の重点施策と位置づけ、保育環境の充実に取り組んでいるところです。
　保育士加点につきましては、市内の認可保育所（園）、認定こども園、小規模保育事業施設、臨時保育室に勤務また
は勤務を予定されている方を対象としておりますが、未だ通年での待機児童の解消に至っていない現状もあることか
ら、現時点では、他市で勤務される保育士を対象とすることは難しいと考えております。
　ご意見にありました育児休業中の保育所利用につきましては、第二子以降の出産に伴い、育児休業を取得する場
合、保育所等へ入所しているお子様の保育環境を変化させないことも大切であることから、保護者からの申し立てがあ
る場合に限り、入所を継続できることとしております。なお、お子様の保育環境は、継続的な環境が提供されている場
合に形成されるもので、一時預かりなどは、これに該当しないものと考えております。
　また、小規模保育事業実施施設等を卒園する児童の３歳児クラス以降の受け入れにおきましては、認可保育施設を
申込される場合の利用調整指数に30を加点（一部の保育施設及び枚方版こども園に在園する場合を除く）し優先的に
取り扱っております。しかしながら、３歳児の受け入れは保育所（園）等の定員や体制などにもよるため、すべてのお子
様に希望する保育施設をご利用いただけていない状況です。そのため、卒園後も切れ目なく保育施設等をご利用いた
だけるよう、同一敷地内の公立幼稚園に優先入園ができ、預かり保育を利用することで保育所（園）等と同等の利用が
できる枚方版こども園のご案内や、幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）に入園し、預かり保育を利用する方法などもご
案内しております。
　今後も様々な事情を抱えながら育児をされている保護者の皆様のお声に耳を傾け、安心して子育てできる環境づくり
をすすめてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

2025/10/1 2025/10/27
保育幼稚園入園
課

いじめ対応について

現在のいじめ問題は、学校の校長判断
に委ねられ、保護者が教育委員会に訴
えても、教育委員会が命令できる力、権
限がない。枚方市でも他市のようないじ
め条例を制定してほしいです。

　本市では、いじめを市全体の問題としてとらえ、体制を強化するため、令和５年度から市長部局にいじめ相談窓口を
開設しました。専用電話・メール・面談・お手紙による相談を受け付け、教育委員会や学校と連携し、弁護士からの助
言も得つつ相談対応を行っているところです。
　また、同年度より教育委員会においても、いじめ対策担当を配置し、指導主事のほか、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、弁護士などの専門職とともに、市立の小中学校に対し指導、助言を行う体制を強化しました。
　いじめ対策については、この度ご提言いただいたような条例の制定についても、一つの取組手法であると考えます
が、まずは教育委員会及び学校長が枚方市いじめ防止基本方針及び各学校で策定するいじめ防止基本方針に規定
する役割をしっかりと認識し、対応しなければならないと考えています。
　その上で、いじめ防止対策推進法及びこれら基本方針に基づき、子どものいじめ対策に市長部局と教育委員会が連
携し取り組む所存です。

2025/10/4 2025/11/12
人権政策課
児童生徒課

枚方市立幼稚園の
園児募集について

市立幼稚園の募集定員超過時の抽選
は、公平なようで、家庭の事情を十分に
考慮できない場合があります。また、幼
稚園に入れないことで、保護者の育児負
担が増えるケースもあり、待機状態が長
引くと生活設計に大きな影響を与えま
す。希望する市立幼稚園に、全員入園で
きる体制を整備してほしいです。

　本市におきましては、保育環境の充実に向け、待機児童の解消など子育て施策を推進しているところです。ご意見に
もありました定員を超えた弾力的運用につきましては、指導体制の確保や安全対策を実施する必要があることから、
人員体制の確保等の様々な課題に取り組みながら検討してまいりたいと考えております。
　なお、各園の申込状況につきましては、申し込み期間中、本市ホームページにて掲載させていただくとともに、入園
辞退等により繰り上げて入園が決定となった場合は、速やかに園よりご連絡させていただきます。
　今後も、保護者の皆様のお声にも耳を傾けながら、安心して子育てできる街づくりを進めてまいりますので、ご理解
いただきますようお願いいたします。

2025/10/8 2025/11/5
公立保育幼稚園
課



（３）教育・子育て　令和７年11月末日現在
件名 要旨 市の考え方 受付日 回答日 担当部署

校区における児童
増加への対応につ
いて

校区の児童数の増加が続く見込みであ
ることから、多面的な視点からの総合的
対応が求められます。
①教室および支援学級の整備方針と時
期の明示、②放課後児童会などの児童
支援体制の今後の見通し、③コミュニ
ティ活動・防災体制に関する支援方針の
提示、④関係部局が連携した説明会お
よび意見交換の実施の４点について、検
討をお願いします。

　当該小学校における児童数増加の傾向につきましては、市教育委員会としても把握しており、児童の学びの場であ
る教室の確保に向けて関係部署が連携し、対応策について学校と協議を重ねているところです。また、支援学級につ
きましては、文部科学省が定める障害種別ごとに、学級定数を８人以下として学級を編制しており、学校から報告され
る次年度の支援学級在籍児童を踏まえた支援学級の設置計画をもとに、教室環境整備を進めています。
　こうした教育環境の整備のため、校区コミュニティ協議会で活用されている教室についても利用を見直すなど、校区
コミュニティの皆さまにおかれましては、ご負担をおかけすることとなり、心苦しく思っております。今後も、校区コミュニ
ティ協議会の備品等の収容先を検討するとともに、安全で魅力あるまちづくりの推進と地域住民の連携のため、校区コ
ミュニティ活動補助金を交付する等コミュニティ活動を支援してまいります。
　また、放課後対策事業につきましては、「すべての児童の居場所づくり」と「子育てしやすい環境の整備」を柱とし、児
童数や施設の老朽化の進行状況、教室の利用状況等、地域の実情を踏まえた対応を検討するとともに、各施設の整
備の優先順位と方向性を示す個別施設計画の策定を進めているところです。加えて、児童の支援体制については、職
員確保に努めるとともに民間活力も活用し、持続可能かつ安定的な運営体制の構築に取り組んでまいります。
　地域防災につきましては、防災ガイドなどによる在宅避難の普及啓発により避難所の過密化の緩和を図るとともに、
枚方市自主防災組織ネットワーク会議で意見交換をするなど自主防災組織との連携強化、防災訓練での支援など地
域での共助体制づくりの支援をしております。また、地域が自治会館を避難スペースとして活用する場合、必要な資機
材の貸与を行い、共助の取り組みを側面的に支援するとともに、避難先の拡充に努めているところです。
　引き続き関係部署と連携し、検討を重ねるとともに、保護者の皆さまや地域の皆さまのお声にも耳を傾けながら、子
ども達が安心・安全に過ごせる居場所作りに取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお
願い申し上げます。

2025/11/4 2025/11/27

危機管理対策推
進課
市民活動課
新しい学校推進課
支援教育課
放課後子ども課


